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１　はじめに

　本研究の目的は、教員の多忙に関わる職務内容
の実態調査を踏まえ、課題ならびに解決の手立て
を明らかにし、実践をとおして有効性を検証する
ことにより、多忙化解消に向けた働き方改革の方
向性を探ることである。人口減少や少子高齢化の
進行、情報化、グローバル化の進展など、社会・
経済情勢が大きく変化する中、子どもを取り巻く
環境や学校が抱える課題は複雑化・多様化してお
り、それに伴い教員の長時間勤務が常態化し、学
校現場における多忙化の解消が喫緊の課題となっ
ている。「新しい時代の教育に向けた持続可能な

学校指導・運営体制の構築のための学校における
働き方改革に関する総合的な方策について（答
申）」（中央教育審議会 2019）では、「教師のこれ
までの働き方を見直し、教師が日々の生活の質や
教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創
造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動
を行うことができるようになること」と、働き方
改革の目的が明記された。つまり、「教育の質の
向上」である。実際、多忙化が進む学校現場では、
「授業改善に向けて教材研究ができない」「子ど
もたちと一緒に遊んだり、子どもたちの声を聴く
時間がない」等、教師として本来すべきことの多
くが後回しになり、教育の質の向上につながって

要　約
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の取組」を踏まえた上で「多忙化の現状と課題、解決の手立て」を整理する。最後に、手立てに基づいた
「実践」を行い、その有効性を検証する。こうした視点による調査・実践により、増加し続ける教員の時
間外勤務を少しでも改善できるよう、各学校で実践可能な取組を提言する。
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いないのが現状である。こうした状況を踏まえ、
本研究では、働き方改革が求められるようになっ
た社会的背景を押さえながら、まず１章で先行研
究を整理し、２章ではＡ県の調査結果から課題を
分析して解決の手立てを整理する。３章では手立
てにもとづいた実践を行い、その有効性を検証す
ることとした。
　「国際教員指導環境調査（TALIS）」（OECD 

2018）によれば、日本の中学校教員の１週間あた
りの勤務時間は平均56.0時間で、国際平均（参加
国平均）38.3時間を大きく上回っていた。「教員
勤務実態調査」（文部科学省 2016）でも、中学校
教員の一日あたりの学内勤務時間は平均で11時間
32分となっており、過労死ラインとされる時間外
勤務80時間以上の教員の割合は全体の約6割に達
していた。日本の教員は、授業研究や学校公開等
に熱心で、国際的にも「Lesson Study」と称され
るなど、授業づくりの模範的な取組として注目を
集めてきた。しかし、他国において教員の業務と
されていない役割を多く担いすぎている面があ
り、その内容は給食指導や校内清掃、部活動指導
や学納金の徴収といった「周辺的な職務」（神林 

2015）なども含め、実に多岐にわたる。教員勤務
実態調査によれば、10年前の前回調査と比較して
教員が従事する時間が増えている学内業務には、
「部活動」（前回調査比較 +1時間10分）や「成績
処理」（同 +23分）などがあり、他にも時間を費
やす業務として、「生徒指導（集団）」や「学校行事」、
「朝の業務」などがあげられている。「部活動に
ついて考えるデータ」（ベネッセ教育総合研究所 

2018）によると、部活動が楽しいと肯定的に感じ
ている生徒の割合は中学校全体（加入者内）で
85.3％と高かったが、部活動の回数が多くて大変
だと感じている生徒の割合も中学校全体で50.4％
にのぼり、意欲的に取り組んでいる反面、半数の
生徒が負担に感じていることが明らかになってい
る。また、部活動を負担に感じている教員の割合
も中学校全体で63.6％と多いことがわかった。ま
た、教員の「勤務実態調査」（岩手県教育委員会 

2006）では、県内小中学校教員の98％が多忙だと

感じており、やりがいを持って仕事に臨んでいる
教員の割合も回答者の2割にとどまり、その背景
には、「完璧主義と前例踏襲主義」という学校の「組
織風土」があるとされた。学校の教育活動は本来
の目的を見失っていると工藤（2018）が述べてい
る通り、学校の「当たり前」を変えることの難し
さがうかがえる。さらに、子どもにとって必要な
ら熱意をもって応えていこうとしてしまうのが教
員で、その仕事は際限が見定めきれないものであ
り（久冨 1995）、生徒とのコミュニケーションや
教育相談の時間が確保できれば（教師は）充実感
を感じ、帰宅が遅くなっても苦にならない（鈴木 

2018）との事例もある。教員の善意と献身に寄り
かかって教育が成立している（妹尾 2017）のが
現状である。
　さて、こうした実態を受け、中央教育審議会答
申では「学校と教師が担う業務」の分担が示さ
れ、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイ
ドライン」（スポーツ庁 2018）では、「週当たり2
日以上の休養日」を設けるとされたため、今後、
教員の負担は多少軽減されると思われる。各自治
体の取組として、静岡市教育委員会（2018）は部
活動への加入を自由参加とし、福井県教育委員会
（2019）では、一つの部活動を複数体制で指導で
きるよう各校の部活動数を所属教員数のおおむね
2分の1にするよう見直しを行うことになった。飯
田市教育委員会（2019）は、1月の平日に部活動
を事実上行わない「部活動オフ期間」を設定し、
広島県教育委員会（2019）は、高校の推薦入試を
廃止し、さらに「調査書」の担任記述をなくすこ
とを決め、岐阜市教育委員会（2018）は、地域・
保護者同意の下、夏休み中に学校閉庁日を計10日
設け、その間は日直も部活動もなしとした。鳥取
県教育委員会（2018）は、統合型校務支援システ
ムを全県に導入することに取り組んでおり、出退
勤管理や諸帳簿、通知表、進路関係資料等の一元
管理を進めている。各学校の取組については、主
にノー残業デーの設定、タイムカード等を用いて
の勤務時間管理、職員会議の見直し（ペーパーレ
ス化等）、部活動休養日の遵守、通知表の見直し（担
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任所見の見直し等）、家庭訪問の縮小（希望制へ
の移行等）、行事の精選などが行われている。また、
スクールサポートスタッフや部活動指導員が配置
されている学校が増えており、学校コーディネー
ターによる教員支援（職場体験学習のアポ取り等）
が行われている学校もある。研修体制についても
全教員参加型の一斉研修を廃止し、1対1の「メン
ター制度」を導入するなど、独自に工夫した取組
を行う学校が増えてきている。企業では、「働き
方改革は経営者にしかできない最重要戦略」と言
われており、学校における働き方改革においても、
校長の経営判断による大胆な取り組みの推進が強
く求められている。
　以上、先行研究から教員の多忙の実態が明らか
になったが、教育課程上は実質スクラップできる
ものがなく、国は各学校に対して努力を求めるも
のの、有効な方策は何も示されていない。そこで、
Ａ県の中学校を対象とした調査結果から学校（教
員）の多忙化の実態と課題を明らかにし、その課
題を解決するための手立てを次章において検討し
たい。

２　「中学校における多忙化」の実態に関する調査

　本調査は、Ａ県内の公立中学校における「職務
内容に関わる意識や実態」について、県全体の傾
向及び管理職と教員との比較等の観点から実態を
把握することを目的として実施した。Ａ県内の公
立中学校から53校を無作為に抽出した。調査は、

平成31年3月上旬から3月下旬に実施し、回答率は
管理職用73.0％（53人）、教員用65.0％（221人）、
学校数で集計すると82.7％（43校）であった。なお、
調査は4件法（一部6件法）により実施した。
　調査内容は、職務内容と学校の多忙化との関連
について問うもので、教員用調査の内容は、（1）
自身の校務等の実践状況、（2）学校業務に対する
負担感、（3）多忙化解消に向けた学校の実践状
況、（4）多忙化解消に向けての課題等（自由記述）
についてである。

（1）　教員の実践状況

　学校における教員自身の職務の実践状況につい
ては図1の通りで、「研究と修養に励む」「教材研
究に時間をかける」の質問に対し6割前後の教員
が「できていない」 または「あまりできていない」
と回答しており、働き方改革のねらいである「授
業を磨く」ことができできていない現状が明らか
になった。

（2）　教員および管理職の学校業務に係る負担感

　教員が負担を強く感じている業務としては、「各
種調査・報告・アンケート等」「部活動（土日引
率等）」「通知表や会計等、学級事務の業務」の順
に高かった。「入試に向けての面接指導、進路事
務等」「学級経営、点検等、学級指導の業務」に
ついては負担感が少ない結果となったが、ともに
子どもたちに直接関係する職務であるためと考え
られる。また、管理職が教員の「負担」になって
いると考えている業務は、「部活動、土日引率等」
「各種調査・報告・アンケート等」「生徒指導・
いじめ・不登校対応等」の順であった。

図１　教員の実践状況
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（3）　多忙化解消に向けた学校の取組・実践に係

る教員および管理職の認識

　次に、多忙化解消に向けて行われている取組に
ついて教員と管理職の認識の実態を調査したとこ
ろ、図2のような結果となった。上位にある「時
間外勤務の把握」「休暇を取得しやすい配慮」等は、
教員の「負担感」軽減につながるものではあるが、
「業務の削減」と直接関係があるわけではないため、
各学校において業務の見直し・精選は進んでいな
いと考えられる。また、「協力しやすい職場風土
づくり」については、裏を返せば現状はそうした
職場になっていないとも言える。さらに、「地域連

携で多忙化改善が進む」がもっとも低い結果となっ
たが、これは、Ａ県内における地域学校協働本部
の設置率が低い（中学校26.4％ H30年度）ことと関
連があると思われる。小林（2018）は、外部人材
の活用が、教員の負担軽減の面で効果がとても高
いと述べていることから、今後、各市町村主導に
よる有効な地域連携の仕組みづくりが求められる。
　次に、教員と管理職の認識の実態の比較を t検
定により行ったところ表1のような結果となり、
多くの項目で有意差が認められた。管理職による
配慮はあるものの、業務過多により教員の負担は
軽減されていない。

図２　学校の実践状況

表1　学校の実践状況に係る教員と管理職の認識の実態
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（4）　教員が認識する負担感の学校間差

　多忙化の現状や解決に向けた取組等について、
教員の認識は、調査した学校事情（管理職のリー
ダーシップや教員集団、生徒の質や地域環境等）
によって違いが生じるのではないかという課題を
検討するため、マルチレベル分析を行った。分
析の結果は表2の通りで、「部活動の適正化を図
る」「協力しやすい職場風土づく
り」「学校事務の負担軽減を図る」
「時間外勤務の把握」「学校行事
を優先度で精選」については、級
内相関係数とDE値が想定された
値を超え、学校間差があるとの結
果となった。これらの項目は学校
独自で取り組むことが可能である
ため、実践できているかどうかが
そのまま数値に表れたと考えられ
る。しかし、前向きに捉えれば、

各学校の工夫による改善の余地がまだあると言う
こともできるため、今後、管理職によるリーダー
シップが大いに期待されるところである。
　以上のような調査結果をもとにＡ県における課
題ならびに課題解決の手立てを検討し、表3のよ
うにまとめ、連携協力校において実践を行うこと
とした。

３　連携協力校における実践

　本実践は、連携協力校であるＢ中学校において、
調査結果によって明らかになった課題に対する具
体的な手立てを講じることで、個人の課題意識や
働き方の見直しと、学校の多忙化解消にどのよう
な効果があるかを検証することを目的とする。連
携協力校は、定期的に学校公開研究会を開催し、
岩手大学教育学部の教育実習生を受け入れる実習
校でもあり、所属教員は多忙を極めている。しか

し、先進的な研究実践を進めている学校だからこ
そ働き方改革においてもモデルとなることを期待
し、本実践を行うことにした。

（1）　教員の課題意識を高めるための情報提供：

手立て①

　①「研修会」の開催
　連携協力校は、日頃から多忙を極めているため、
働き方改革や多忙化解消に関する情報入手の機会
が少ないと感じていた。そのため、まず社会全体
で進んでいる働き方改革の取組（制度面や企業の

表２　学校の取組・実践に係る教員の認識の学校間差

表３　課題ならびに課題解決の手立て 

課題❶：多忙化解消に向けた、教員の課題意識の向上
課題❷：働き方改革に関する教員等の意見の共有および管理職による実態把握
課題❸：教育の質を高めるため、学校独自の工夫による周辺業務の見直し
課題❹：地域連携・協働による外部人材（ボランティア）の積極的な活用

手立て①：教員の課題意識を高めるための情報提供（課題❶に対応）
手立て②：業務改善のために管理職や教員どうしの意見を共有する場の設定（課題❷に対応）
手立て③：学校独自で業務改善を進めるための優先順位付けを図る取組（課題❸に対応）
手立て④：地域連携・協働を進めるための住民意識の把握と基礎資料づくり（課題❹に対応）
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事例等）や教員の勤務実態と学校の現状、全国の
学校現場で普及しつつある取組（国の施策や各自
治体・学校の取組）について周知したいと考えた。
連携協力校において実施した研修会の内容は表4
に示した通りである。
　研修会は、大きく分けて前半の働き方改革の
「説明」と後半の「ワークショップ」に分けて開
催した。前半の説明で特に重視したのは、働き方
改革の目的である「教育の質の向上」の理解を図
ることであった。そのためにも、私生活と仕事が
ともに充実するような働き方（ワークライフバラ
ンス）による「教員の資質・能力の向上」が求め
られていることを確認した。また、多忙化解消が

進まない理由に、「前からやっていること」「子ど
もたちのためになること」を変えられない教員の
思考（学校文化）があり、教員の意識改革が強く
求められることなどを説明した。
　②「働き方改革通信」の発行
　働き方改革に関する意識向上等についての研修
の機会は、管理職以外はほとんどなく、校内で共
有される場も少ない。そこで、連携協力校におい
て様々な情報を知ることができるよう、情報提供
ツールとして「働き方改革通信」を定期的に発行
し、教員の課題意識の向上につなげたいと考えた。
通信の内容については表5に示したとおりである。

　通信は、多忙を極める教員が個々の時間があ
るときに目を通せるよう紙媒体（Ａ4裏表）で
発行することにした（図3）。「読みやすいデザ
インだった」「企業の取組が参考になった」「視
点がおもしろかった」等の声が寄せられた一方、
文字が多すぎる紙面構成になってしまい、多忙
な学校現場にあって通信を読む時間がとれな
い教員が多くなってしまったことが反省点であ
る。

表４　研修会の概要

表５　働き方改革通信の概要

・実施時期：令和元年 8月 19 日（月）　※夏季休業中　40 分程度
・実施対象：連携協力校所属教員
・実施内容：ア　説明（働き方改革の背景、全県調査結果、連携協力校の調査結果
　　　　　　　　　　　学校業務の国際比較、業務改善マッピングシート活用事例等）
　　　　　　イ　ワークショップ（改善が必要な業務の課題と改善策について協議）
　　　　　　ウ　発表（全体共有）
　　　　　　エ　講評（副校長）

・タイトル：「ＷＬＢ（ワークライフバランス）」
・発行時期：令和元年 9月～ 12 月（毎月 2回程度発行）
・配布対象：連携協力校所属教員
・記載内容：働き方改革が求められる背景、働き方改革関連法、中教審答申の内容、連携協

力校での取組のまとめ（ワークショップ型研修会、業務改善マッピングシート
の活用）、各自治体における働き方改革の取組、一般企業の働き方改革の取組、
各学校の働き方改革の取組、各種研修会・講演会の伝達講習等

図３　働き方改革通信
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（2） 業務改善のために管理職や教員どうしの意見

を共有する場の設定：手立て②

　①「ワークショップ」の開催
　2章の調査結果（教員対象）において、多忙化
解消に向けた学校の取組の中で2番目に多かった
実践が「協力しやすい職場風土づくり」であった
が、前章でも述べたように、現状はそうした職場
になっていない場合が多いと考えられるため、連
携協力校においても、全教員が自由に意見を出し
合い、意見を共有する場の設定が必要ではないか
と考えた。また、管理職はその協議の場で教員の
意見や想い等を把握することができる。さらに、
学校の定例職員会議では多くのことが議題になる
が、実は責任者や担当者からの「伝達」が非常に
多いため、議論や熟議をとおして「個人の意見や
考えについて共有し合う」ことは案外少ない。そ
れだけでなく、現在進められている働き方改革に
よって会議や打ち合わせの時間がさらに短縮され
れば、ますます教員どうしの意見共有はなされな
くなってしまう。したがって、あえて働き方改革
に特化したワークショップを開催することとし
た。

　②「ワークショップ」の内容
　業務や教育活動は、学校独自の工夫や努力等で
「改善可能」なものと「改善を図ることが難しい」
ものに分類できることを説明し、その後、複数の
小グループごとにそれぞれのテーマについて自由
に意見を出し合う形式で協議を進めた。テーマに
ついては、連携協力校において改善が必要と思わ
れる業務や教育活動（以下、業務等）について、
事前に主任や担任の教員に「業務改善マッピング
シート」（詳細については後述）を活用しながら
考えてもらうよう依頼しており、そこで提起され
た内容を中心に取り上げた。各グループのテーマ
ならびに協議内容は、表6の通りである。
　③「研修会」・「ワークショップ」後の課題意識
の変化
　（1）－①で紹介した働き方改革の趣旨を説明す
る研修会ならびに上記したワークショップを終
え、事後アンケートにより本研修会が学校の多忙
化解消と働き方改革を進める上で有効であったか
を検証した。アンケートの結果（抜粋）は表7の
通りである。なお、自由記述については一部のみ
の抜粋とした。

表６　ワークショップのグループテーマ

表７　研修会・ワークショップ事後アンケート結果

１「部活動の朝練習」グループ・・・（全国的な課題として取り組まれているもの）
２「諸会議・打ち合わせ」グループ・・・（全県調査から明らかになった課題）
３「学校・学年行事や取組」グループ・・・（連携協力校の教員から寄せられた課題）
４「通知表の所見」グループ・・・（連携協力校の教員から寄せられた課題）
５「学年ＰＴＡ行事」グループ・・・（連携協力校の教員から寄せられた課題）

（2）本日の研修は、学校における多忙化の実態や課題等について、教職員で共有化を図る場の
設定として有効であったか？

　　　Ａ　大いに役立った　　　　１７人　　　　　Ｄ　役に立たなかった　　　　０人
　　　Ｂ　役に立った　　　　　　　２人　　　　　Ｅ　全く役に立たなかった　　０人
　　　Ｃ　どちらとも言えない　　　１人
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（3）本日の研修前と研修後で、教員の「働き方」を見直そうとする先生ご自身の課題意識はど
う変容したか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（研修前） 　　（研修後）

　　　Ａ　意識は非常に高かった（高まった）　　　　　　　　　４人　 →　　８人　（+4）
　　　Ｂ　意識は高かった（高まった）　　　　　　　　　　　　４人 　→　１０人　（+6）
　　　Ｃ　どちらとも言えない　　　　　　　　　　　　　　　１０人 　→　　２人　（-8）
　　　Ｄ　意識は低かった（高まらなかった）　　　　　　　　　２人 　→　　０人　（-2）
　　　Ｅ　意識は非常に低かった（全く高まらなかった）　　　　０人 　→　　０人

（4）自由記述（一部抜粋）
・業務について、他の教師と本音で話し合う時間がなかったのでよい機会となった。
・普段感じていることを共有することができ有意義だった。形にできるようにしていきたい。
・「教員の思考＝学校文化」が改善につながらない要因かと改めて考えさせられた。
・日本の労働時間が多いことを知り、教員の働き方を見直すべきだと思った。「教育の質の向上」
のためにもワークライフバランスがとれるような働き方を目指していきたい。

・今年何か一つでも改革しなければ、変わらないことが当たり前になる！ぜひ変えたい。
・「何かを変えようとする教師はダメ教師」とか、「うちにはうちのやり方がある」とつっぱね
られるとの記事を目にした。教育現場は変革を起こしにくい職場であると思った。

・なんでもかんでも学校で指導する、面倒を見るのが当たり前の風潮があるので、私たちもそ
れに「応えねば！」と頑張りすぎてしまうところがある…

　短時間ながらも、働き方改革に特化した研修な
らびにワークショップを開催したことで、「何か
一つでも改革しなければ（中略）ぜひ変えたい」
「普段感じていることを共有することができ有意
義だった」との感想が綴られており、事後アンケー
ト結果も肯定的回答・変容がほとんどであったた
め、情報入手ならびに意見を共有し合う場の設定
として一定の効果があったと考えられる。しかし、
（3）の質問項目にある働き方を見直そうとする課
題意識が、研修前は「意識は低かった」「どちら
とも言えない」が半数以上であった
ことに注目すると、やはり、日常の
業務等の多さにより、教員個人が各
自の働き方について課題意識を持
ちながら職務に当たることは難し
いのではないかと考えられる。

（3）　学校独自で業務改善を進める

ための優先順位付けを図る取組：手

立て③

　①マッピングシートの記入手順
（構成）
　（2）－②で紹介した「業務改善マッ
ピングシート」とは、学校の業務
等を削減、改善するために複数の視

点で業務を見直せるように作成した業務改善ツー
ル（図4）で、ワークショップ前に連携協力校の
分掌主任等を対象に試行し、書き出された業務等
について協議した。記入にあたっては、まず「手
順1」として、学校業務または教育活動の中で改
善が必要と考えられるものを左側の空欄に書き出
し、「手順2」として、空欄に書き出した業務等を
「教育的効果」「まなびフェストとの関連性」の2
つの視点で吟味すること、その結果をシート中央
部にマッピングしていくことを確認した。

図４　マッピングシートの様式
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　② 2つの視点の意味
　視点1「教育的効果」については、現在行われ
ている業務等に教育的効果があるのかどうか。つ
まり、生徒の心身の成長や資質・能力を育成する
手立てとしてどの程度有効なのかについて、シー
ト縦軸の「高」～「低」の範囲で検討することで
ある。次に、視点2「まなびフェストとの関連性」
については、視点1で検討した業務等が、まなび

フェストにどの程度関連しているのか。つまり、
まなびフェストまたは学校教育目標（経営重点
等）に記載されているかどうかを調べる（記載さ
れていなかったとしても、学校としてその業務等
にどの程度の熱心さで取り組んでいるかどうか判
断する）。最終的に2つの視点から検討された位置
にマッピングが確定する。連携協力校での試行例
が図5である。

　このように、「2つの視点」で吟味する
ことで、学校として取り組む必要性につ
いて正確に把握できると考えた。次に、
記入完了後、検討した業務等について継
続するか見直すか、その優先順位を判断
することになるが、その判断基準につい
ては図6のような優先度を示す分類図を
考えた。図中のA～ Dのゾーンは、2つ
の視点が比較的高いことから、次年度以
降も継続すべき業務と考えられる。また、
図中のＥゾーンとＦゾーンにあてはまる
業務等については、教育的効果とまなび
フェストとの関連性がともに低いと判断
されていることから、最優先で削減・改善すべき
業務等として検討されるべきである。
　以上、業務等の改善に向けた優先順位付けにつ
いて述べたが、業務によっては、教育的効果を測
る手立てが少ないためにその判断が難しく、どう
しても記入者の主観になってしまうことが課題で

ある。また、エビデンスにもとづいて判断できる
よう関連データを普段から蓄積し、「子どもたち
のために本当に必要なことは何か？」「その優先
順位は？」について、定期的に全教員で熟議を行っ
ていくことが大切である。

図５　連携協力校におけるシート記入例

図６　マッピングシートによる優先順位付け
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（4）　地域連携・協働を進めるための住民意識の

把握と基礎資料づくり：手立て④ 

　①「地域と学校の連携・協働に関するアンケー
ト」の目的
　2章で述べたように、有効な地域連携の仕組み
がまだ確立されていないためか、Ａ県内において
教員の負担軽減につながっている地域連携の事例
は少ない。そこで、数年後のコミュティスクール
や地域学校協働本部の導入を見据え、外部人材の
有効活用等について各学校区で準備を進めておく
必要があると考え、住民意識や学校ボランティア
に対する意欲等について調査を行った。調査は、
地域住民が地域に住む子どもたちにどのような想
いや期待を抱き、学校との「連携・協働」につい
てどう考えているか住民意識を把握することを目
的とした。
　調査対象は、連携協力校学区に住む住民のうち
1年生の地域学習（総合的な学習の時間）に参加、
協力している18町内会の地域住民とした。調査は、
令和元年8月下旬に実施し、回答者は74名であっ
た（調査への回答は任意とした）。
　調査内容は、ア：地域と学校が連携し、どのよ
うな子どもを育てたいか、イ：そのために地域で
は何ができるか、ウ：学校からのボランティア要
請に対する協力意思、エ：地域の取りまとめ役と
しての協力意思、オ：地域と学校の連携・協働に
ついて考えていること（自由記述）についてであ
る。全体的に個人または地域として何ができるか
把握する質問を多く設定した。その理由として、
今後、学校と地域の連携・協働を進めていく上で、
「地域（住民）の主体性」が大前提になると考え
たからである。
　②調査結果
　ア　地域と学校が連携し、どのような子どもを
育てたいかについて
　どのような子どもたちを育てたいかについて
の住民の回答は表8の通りであった。「地域や地
域の人を大切にする」「地元に残って地域を担
う」の回答数は意外に多くなかったが、これは、
都市部は将来的な地域存続に対する不安が少な

いため、地域の子どもたちに対する地元定着へ
の想いも過疎地域ほど強くないためと考えられ
る。そうであれば、子どもたちに関わろうとす
る「意欲」や「主体性」は高まりにくいことも
想定されるため、都市部の学校にこそ地域連携
の仕組みをいち早く導入し、「制度」として連
携・協働を進め、子どもたちとのふれあいの中
で住民の自己有用感を高めていく手立てが必要
であると考える。
　イ　学校からのボランティア要請に対する協力
意思について
　次に、学校との連携・協働を進めていくため
に、地域住民が具体的にどう行動しようと考え
ているかについて回答を求めた結果が表9であ
る。「ボランティア活動の要請」については回
答者の7割以上、「地域の取りまとめ役としての
依頼」についても5割以上が肯定的回答であっ
た。しかし、「積極的に協力」の回答だけを見
れば2つの質問項目ともわずか数％にすぎず、
自由記述に「地域も高齢化が進み、なかなか協
力できる体制をとれない」「学校主体で中学生
に何を学ばせたいか考えてほしい」「このよう
な教育は、地域でやるというより学校自体で行
うべきものと考えている」等の記述もあるため、
学校からの要請があれば協力を惜しまないが、
住民自らが主体的・意欲的に学校との連携・協
働を進めていこうとする意識や態度はそう高く
ないと考えられる。
　③ 調査結果の活用と今後の見通し
　調査結果については連携協力校に提供し、今後、

表８　どのような子どもたちを育てたいか

１ あいさつや言葉遣いなど、礼儀を身につける（47人）
２ 家族や友達を大切にし、思いやりの心を持つ（36人）
３ 良き友人をつくり、良好な人間関係を築く　（36人）
４ 明るく、笑顔を忘れず、のびのび育つ　　　（30人）
５ コミュニケーション能力を身につける　　　（29人）

11 地域や地域の人を大切にする気持ちを持つ　（19人）

14 将来、地元に残って地域を担う　　　　　　（  6人）

…
…

…
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コミュニティスクールや地域学校協働本部の導入
に向けた準備が進む際の基礎資料になればと考え
ている。また、このようなデータが定期的に蓄積・
整理されれば、今後、学校ボランティアが必要に
なった際に、地域の「人材データバンク」として
の活用が可能になると考えられる。

４　おわりに

　まず、多忙化が進む学校現場の状況が明らかに
なり、教員の自己研鑽の時間が減少することによ
る授業力の低下や病休取得者の増加、教員志望者
の減少等により、教育の質の低下が懸念される。
そうした中、各自治体や学校は、独自に工夫した
取組を進めていることがわかった。しかし、教育
課程上は実質スクラップできるものがほとんどな
いため、根本的な改善は期待できない。本研究で
は、そうした現状やＡ県における調査結果をもと
に課題解決の手立てを講じ、連携協力校において
実践を行った。実践を終えて感じたのは、教員の
多忙の現実と変革しにくい意識の壁であった。学
校は、内側からすぐ変わることができるような組
織ではないため、今回の実践のように、大学や大
学院等の高等教育機関による学校の多忙化を解消
する研究や取組を継続的に進めていく意義は大き
いと感じた。
　実践の内容については、働き方改革に特化した
研修会や、少人数による協議を通して互いの意見
を共有する場の設定は、学校文化を変革する意識
付けとして有効であった。ただ、業務改善マッピ
ングシートの試行による業務等の優先順位付け

は、個人の主観・判断だけでなく、熟議の上で全
教員の意見を一致させなければならず、日常的な
エビデンスの蓄積も必要となる。「まなびフェス
ト」の見直しも含め、学校業務のスリム化を進め
なければならない。将来的な外部人材の活用に向
けて住民意識調査も実施したが、都市部だけでな
く中山間地域等でも同様の調査を行うことができ
れば、両者の住民意識の違い等を比較することが
できたかもしれない。しかし、調査結果は、連携
協力校学区の人材データバンクとして、将来的に
活用が可能であると考える。
　最後に、働き方改革通信の発行等により教員一
人一人の知識や情報をアップデートするなど、教
員が自らの働き方を見直し、長時間勤務が「当た
り前」という考え方を見直す意識改革が何より
も必要であると感じた。その意味でも、例えば
「ノー残業デー」実施時における教員の意識や実
践について継続的に調査するなど、今後、学校現
場においても、引き続き教員の働き方改革に真剣
に向き合っていきたいと考えている。

［註］

・「周辺的業務」…事務処理や保護者対応といっ
た児童生徒に対する教育活動そのものではない
業務

［参考文献・引用文献］  

・飯 田 市 体 育 協 会 https://www.facebook.com/

iidasikyoui/（2020）
・岩手県教育委員会「勤務実態調査」（岩手県教
育委員会 2006）

表９　地域住民のボランティア等の協力意思
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